
議   第  １１６  号   

平成３０年 ２ 月２３日提出   

 

熊本市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定め 

る条例の制定について 

 

熊本市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例を次

のように制定する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

第１１１条第１項から第３項までの規定に基づき、介護医療院の人員、施設及び設

備並びに運営に関する基準を定めるものとする。 

 （介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準） 

第２条 次条から第５条までに定めるもののほか、法第１１１条第１項から第３項ま

での規定により条例で定める介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する

基準は、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成３０年厚

生労働省令第５号。以下「省令」という。）に定める基準（省令の改正に際し定め

られた経過措置に規定する基準を含む。）とする。 

２ 前項の場合において、省令第４２条第２項（省令第５４条において準用する場合

を含む。）中「２年間」とあるのは、「５年間」と読み替えるものとする。 

 （身体的拘束等の実施に係る報告義務等） 

第３条 介護医療院（省令第４３条に規定するユニット型介護医療院（以下「ユニッ

ト型介護医療院」という。）を含む。以下同じ。）は、市長の求めに応じ、省令第   

１６条第５項（ユニット型介護医療院にあっては、省令第４７条第７項）に規定す

る身体的拘束その他入所者（ユニット型介護医療院にあっては、入居者。以下同じ。）
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の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）に係る記録を報告しなけ

ればならない。 

２ 介護医療院は、身体的拘束等を行った場合は、当該入所者の家族等への連絡をし

なければならない。ただし、当該入所者に係る特定の事象の発生に際して身体的拘

束等を行う緊急の必要が生じる蓋然性が高い場合であって、あらかじめ当該入所者

の家族等に対してその旨及びその際に行う身体的拘束等の内容を説明し、承諾を得

ていたときは、この限りでない。 

 （評価結果の公表及び外部評価の活用） 

第４条 介護医療院は、省令第１６条第７項（ユニット型介護医療院にあっては、省

令第４７条第９項）に規定する介護医療院サービスの質の評価の結果を公表しなけ

ればならない。 

２ 介護医療院は、前項の評価の実施に当たっては、外部の者による評価を活用する

よう努めなければならない。 

 （暴力団員等の排除） 

第５条 介護医療院の開設者及び管理者は、熊本市暴力団排除条例（平成２３年条例

第９４号）第２条第１号から第３号までに掲げる者であってはならない。 

 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 （提出理由） 

  地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成

２９年法律第５２号）の施行による介護保険法（平成９年法律第１２３号）の一部

改正に伴い、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定めるた

め、この条例を制定する必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 
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